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平成１８年度 税制改正等の主な内容
国が行なった平成１８年度地方税法・所得税法の一部改正により、個人住民税・固定資産税・国民健

康保険税で税額が増加したり、昨年まで非課税であった人が課税となっている場合があります。このこ

とについては、以前にも広報紙等でお知らせしてありますが、多くの人から問い合わせをいただきまし

たので、再度掲載することとしました。改正の主な内容は次のとおりです。

個人住民税について

①配偶者にも均等割が課税されるようになりました

従来、均等割の納税義務者と生計を一にする配偶者は均等割が非課税とされていましたが、一定以上

所得のある配偶者にも均等割４,０００円（市民税３,０００円、県民税１,０００円）が課税されることとなりま

した。

②定率減税が半分になりました

家計の税負担を軽減する目的で昨年まで１５％（上限４万円）減額されていた定率減税が、今年度から

半分の７.５％（上限２万円）に減額となりました。減税額が少なくなるということで結果として、１８年

度分の税額は増えるということになりました。

なお、この制度は平成１９年度に廃止され、来年度においてはさらに税額が増えることになります。

６５歳以上の人へ
③老年者非課税措置が段階的に廃止になります

昨年まで６５歳以上で前年の所得金額が１２５万円以下の人は住民税が非課税とされていました。しか

し、この制度が段階的に廃止され、これまで非課税だった人も下記のように課税されることになりまし

た。

○平成１８年度分…所得割及び均等割の税額の３分の１を課税

○平成１９年度分…所得割及び均等割の税額の３分の２を課税

○平成２０年度分…所得割及び均等割の全額を課税

④公的年金等控除の見直しにより、６５歳以上の人の公的年金所得額の計算方法が変わりました

最低保障額が昨年の１４０万円から１２０万円に

変更されました。年金収入から差し引かれる金

額がこれまでより少なくなるため、税額はその

分増えるということになりました。

年金所得額年金収入額

「年金収入」－１２０万円３３０万円以下

「年金収入」×０.７５－ ３７万５千円～４１０万円以下

「年金収入」×０.８５－ ７８万５千円～７７０万円以下

「年金収入」×０.９５－１５５万５千円７７０万円超

⑤老年者控除が廃止されました

昨年まで６５歳以上の人は、税額計算の際に所得から４８万円を差し引くこととされていましたが、今

年度から廃止されましたので税額が増えています。

上記の６５歳以上の人とは、昭和１６年１月１日以前に生まれた人のことです。

固定資産税について

全国的に地域や土地により負担水準（評価額に対する実際の税負担の割合）にばらつきがあったため、

今年度から「課税の公平」及び「制度の簡素化」の観点から、負担水準が低い宅地についてはより税負

担を上昇することとする「負担水準の均衡化」を一層促進する措置が導入されました。

その結果、課税標準額の計算方法が変わりました。
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①平成１８年度税制改正では下記のとおり負担調整措置の改正が行われました

負担水準が６０％未満（住宅用地は８０％未満）の土地については、平成１７年度課税標準額に平成１８

年度評価額の５％を加算した額が今年度の課税標準額となります。ただし、この額が評価額の２０％未満

の土地については２０％まで引き上げられています。

上記の税制改正により、負担水準の低い土地については多くの場合、税額の基礎となる課税標準額が

昨年より評価額の５％ほどあがっているため、税額も増加しているということになります。

②６５歳以上の公的年金等受給者に対する経過措置ができました

平成１８年度（平成１７年分所得）の公的年金等控除（個人住民税の項の表を参照してください）の見

直しに伴い、国民健康保険税の負担が増加する公的年金等受給者に配慮するため、昭和１５年１月１日以

前生まれの人に対して、平成１８年度・１９年度の国民健康保険税算定にあたり、緩和措置がとられるこ

ととなりました。

所得割算定の際、年金所得額から平成１８年度は１３万円が、平成１９年度は７万円が特別控除されま

す。

【問い合わせ先】市税務課緯52５６０２、52５６０３

平成１８年度から平成１７年度まで課税限度額

９０,０００円８０,０００円介護納付金分

５３０,０００円
（変更ありません）

５３０,０００円
基礎課税額
（医療分）

国民健康保険税について

国民健康保険税は所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の合計により課税されています。そのう

ち所得割額は加入者全員の収入から算出し、資産割額は土地建物の固定資産税から算出していますので、

今年度の住民税や固定資産税が上がった人は国民健康保険税についても増加しています。

国民健康保険税の算定において、次の２点が改正されています。

①介護納付金分の限度額が改正されました

４０歳以上６５歳未満の国民健康保険加入者は、介護納付金分の限度額が８万円から９万円に引き上げ

られました。

※国民健康保険税総額での課税限度額は、６２万円となります。

宅地等の固定資産税額計算は

税 額 ＝ 課税標準額×税率（１.４％）により求められます。
佼 佼佼佼佼佼佼佼佼佼

今年度の課税標準額を算出するには

負担水準を求めます。
佼 佼佼佼佼佼佼佼

平成１７年度課税標準額

平成１８年度評価額

（住宅用地の場合は特例率を乗じた額）

負担水準 ＝
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介護保険料について

平成１８年３月末における美馬市の６５歳以上人口は10,227人、高齢化率は29.4％となっており、県

や全国平均より速く高齢化が進んでいます。この傾向は今後も引き続き進行すると予測されています。

介護保険事業は、国及び県負担金(37.5％)、市負担金（12.5％）及び保険料（50％）をもって事業の

実施にあたっています。保険料の内19％は第１号被保険者（65歳以上）が負担し、31％は第２号被保

険者が負担しています。

そこで今回の介護保険料の改正にあたり、市は昨年度、各種団体の代表者で構成された美馬市介護保

険事業計画作成委員会において審議をいただき、美馬市介護保険事業計画を策定しました。

この計画では、過去の各種サービス利用実績などをもとに平成１８年度から平成２０年度までを事業運

営期間とし、３年間を通じた人口推移や各種サービス利用量などを見込み、介護保険事業に要する費用

額を算定しました。

国の定める保険料の算定方式は、下図のとおりです。右側は美馬市の算定数値です。[市では第１号

被保険者（６５歳以上）の保険料を算定しています]

※税制改正により影響を受け介護保険料の段階が上昇した被保険者に対して、平成１８年度か
佼 佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼

らの２年間について激変緩和措置が講じられています。詳しくは、介護保険料の通知書２
佼 佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼

頁の裏面を参照してください。適用を受ける人には通知書に記載されています。
佼 佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼佼

⑤保険料の基準額の算定(月額)

（基準額をもとに、本人や世帯の所得等に

よって６段階の保険料に分かれます。ガイ

ドブックを参照してください）

④保険料の基準額の算定(年額)

③介護保険事業に要する費用額の見込のうち、

第１号被保険者の保険料により収納するこ

とが必要な費用額の算定

②第１号被保険者（６５才以上）負担相当額の

算出（①の１９％を保険料にて負担します）

【問い合わせ先】市高齢・介護保険課緯52５６０５

⑤ ４,９００円（基準月額）

④保険料基準額(年額)÷１２か月

④ ５８，８００円

③÷９８.６％(予定収納率)

÷２７,２５７人(所得段階別加入割合補正後被保険者数)

③ １,５７８,５２４,９４８円

②－≒３５１,８６６千円（調整交付金等相当額）

② １,９３０,３９１,０５０円

①１０,１５９,９５２,８９６円×１９％

①介護保険事業に要する費用額の見込額
①１０,１５９,９５２,８９６円

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

≒3,324,859千円 ≒3,380,301千円 ≒3,454,791千円


